
市
町
村
合
併
に

つ
い
て
考
え
よ
う

市
町
村
合
併
を
考
え
る
う
え
で
、
通
常
心
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
「
中
心
部
だ
け
が
良
く
な
っ

て
周
辺
部
は
寂
れ
な
い
か
」
「
市
町
村
規
模
が
大
き
く
な
り
、
住
民
代
表
と
し
て
の
議
員
の
数
も
少

な
く
な
る
と
、
住
民
の
声
が
届
き
に
く
く
な
ら
な
い
か
」
と
い
っ
た
問
題
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、

問
題
の
対
応
策
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
る
の
が
、
新
し
い
市
の
建
設
計
画
の
執
行
状
況
の
チ
ェ
ッ

ク
を
行
い
、
施
策
の
実
施
状
況
を
監
視
す
る
役
目
を
果
た
す
『
地
域
審
議
作
図
』
の
設
置
で
す
。
そ

こ
で
、
『
地
域
審
議
会
』
と
は
、
ど
う
い
っ
た
性
格
の
も
の
な
の
か
、
説
明
し
ま
し
ょ
う
。

制
度
創
設
の
趣
旨

合
併
に
よ
っ
て
住
民
の
意
見
が

合
併
市
町
村
の
施
策
に
反
映
さ
れ

に
く
く
な
る
と
の
懸
念
に
対
応
す

る
た
め
、
合
併
市
町
村
の
施
策
全

般
に
関
し
、
よ
り
き
め
細
や
か
に

住
民
の
意
見
を
反
映
し
て
い
く
た

め
に
創
設
さ
れ
ま
し
た
。

設
置
の
手
続
き

(
1
)
地
域
審
議
会
を
設
置
す
る
か
ど

う
か
に
つ
い
て
は
、
合
併
関
係

市
町
村
で
協
議
さ
れ
ま
す
。

(
2
)
審
議
会
の
構
成
員
の
定
数
、
任

期
、
任
免
、
そ
の
他
、
地
域
審

議
会
の
組
織
及
び
運
営
に
関
し

必
要
な
事
項
は
、
合
併
関
係
市

町
村
で
協
議
さ
れ
ま
す
。

(
3
)
及
び
(
2
)
の
協
議
に
つ
い
て
、

合
併
関
係
市
町
村
の
議
会
の
議

決
を
経
ま
す
。

(
4
)
合
併
関
係
市
町
村
が
協
議
内
容

を
告
示
し
ま
す
。

※
合
併
後
に
合
併
市
町
村
が
(
2
)
の

事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と

き
は
、
条
例
で
定
め
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
ま
す
。

任
　
務

(
1
)
合
併
市
町
村
の
長
の
諮
問
に
応

じ
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
。

（
例
）

・
市
町
村
建
設
計
画
の
変
更

・
市
町
村
建
設
計
画
の
執
行
状
況

等
・
当
該
区
域
を
単
位
と
す
る
地
域

振
興
の
た
め
の
基
金
の
運
用

・
基
本
構
想
、
各
種
計
画
の
策
定

や
変
更

(
2
)
必
要
に
応
じ
合
併
市
町
村
の
長

に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
。

（
例
）

・
市
町
村
建
設
計
画
の
執
行
状
況

等
・
公
共
施
設
の
設
置
・
管
理
運
営

・
福
祉
、
廃
棄
物
処
理
、
消
防
等

の
施
策
の
実
施
状
況

設
　
置

地
域
の
実
情
に
応
じ
て
設
置
さ

れ
る
も
の
で
す
。

・
設
置
の
単
位
は
、
合
併
関
係
市

町
村
の
区
域
と
な
り
ま
す
。

・
す
べ
て
の
合
併
関
係
市
町
村
の

区
域
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

・
二
つ
の
合
併
関
係
市
町
村
の
区

域
を
合
わ
せ
て
一
つ
の
地
域
審

議
会
を
置
く
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

・
一
つ
の
合
併
関
係
市
町
村
の
区

域
を
分
割
し
、
複
数
の
区
域
を

設
け
て
置
く
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

設
置
の
期
間

合
併
関
係
市
町
村
の
協
議
に
よ

り
定
め
ら
れ
る
一
定
の
期
間
に
限

ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
合
併
後
に
設
置
期
間
の

変
更
を
行
う
こ
と
は
、
一
般
的
に

は
適
切
で
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

設
置
の
事
例

(
1
)
岩
手
県
大
船
渡
市
（
平
成
1
3
年

1
1
月
1
5
日
三
陸
町
を
編
入
合
併
）

↓
旧
三
陸
町
を
設
置
区
域
と
す
る

「
大
船
渡
市
三
陸
地
域
審
議
会
」

が
設
置
さ
れ
ま
し
た
。

(
2
)
熊
本
県
あ
さ
ぎ
り
町
（
球
磨
郡

上
村
、
免
田
町
、
岡
原
村
、
須

恵
村
及
び
深
田
村
に
よ
る
平
成

1
5年
４
月
１
日
に
向
け
て
の
新

設
合
併
）

↓
５
地
区
を
設
置
区
域
と
す
る

各
地
域
審
議
会
を
設
置
す
る
こ

と
が
決
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

(
3
)
山
口
県
周
南
市
（
徳
山
市
・
新

南
陽
市
・
熊
毛
町
・
鹿
野
町
合

併
協
議
会
で
協
定
済
、
平
成
1
5

年
４
月
2
1日
を
目
標
に
新
設
合

併
）

↓
合
併
前
の
市
町
の
区
域
ご
と

に
地
域
審
議
会
を
設
置
す
る
こ

と
を
協
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

◆ 熊本県あさぎり町（人口: 17, 751 人）

所掌 事 項

○ 関係区域ごとに、当該区域に係る次の事項に

ついて、 町長の諮問に応じて審議し、答申する。
・新町建設計画の変更に関する事項
・新町建設計画の執行状況に関する事項

・地域振興のための基金の活用に関する事項
・新町の基本構想の作成及び変更に関する事項
・その他町長が必要と認める事項

組　　　織

○ 定数：１５名以内
○ 選出区分

区長
農林業団体、商工業団体
社会教育及び学校教育の団体
青年、女性、老人を構成員とする組織

社会福祉関係者、消防団員
学識経験者

○ 任期：２年

設 置期間 平成１５年４月１日～平成２５年３月３１日

会　　　議 ○ 年２回以上開催する。
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